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3．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項 

「第 1編 海岸の保全に関する基本的な事項」では、熊野灘沿岸を対象に、沿岸保全に関
する基本理念、基本方針、施策について海岸管理者・関係機関・市町村・地域住民が協働・

連携して行う総合的な視点から定めた。 
「第 2 編 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項（三重県）」では、海岸管理者が行

う海岸整備について、「海岸保全施設」を整備しようとする区域と施設の種類や施設による

受益地域などを定める。なお、第 1編で設定した防護・環境・利用に関する事項は、施設整
備の際に十分に配慮されることが前提となる。 

 
3－1 海岸保全施設の新設又は改良に関する基本的な事項 
（1）海岸保全施設の新設又は改良に関する基本的な事項 
① 安全な海岸の整備 

現在、防護が必要な海岸のうち、所要の機能を確保した海岸保全施設の整備は未だ十

分でなく、高潮による災害への懸念や、大規模地震の発生に伴う津波による災害への懸

念も大きい。このため、今後とも防護の必要な海岸において施設の計画的な整備を一層

進めることとする。 
② 自然豊かな海岸の整備 

施設の整備に当たっては、優れた海岸景観が損なわれることのないよう、また、海岸

を生息・生育や産卵の場とする生物が、その生息環境等を脅かされることのないよう、

干潟や藻場を含む自然環境の保全に配慮する。 
③ 親しまれる海岸の整備 

海岸保全施設の整備に当たっては、利用者の利便性や地域社会の生活環境の向上に寄

与するため、これに配慮した施設の工夫に努める。 
（2）海岸保全施設の新設又は改良しようとする区域 

海岸保全施設を整備しようとする区域は、現時点で高潮、侵食及び地震・津波等に対

する防護の必要性がある地域を有する地区海岸とする。 
 

3－2 海岸保全施設の維持又は修繕に関する基本的な事項 
（1）海岸保全施設の維持又は修繕に関する基本的な事項 

既存の海岸保全施設の老朽化が進行する中、費用の軽減や平準化を図りつつ、所要の機

能を確保する必要がある。 
このため、海岸保全施設の構造、修繕の状況、気象・海象の状況等を勘案して、適切な

時期に巡視又は点検を実施し、長寿命化計画を作成するなど予防保全の考え方に基づいた

計画的かつ効果的な維持又は修繕を推進する。また、海岸保全施設の新設又は改良に関す

る記録だけでなく、点検又は修繕に関する記録の作成及び保存を適切に行う。 
（2）海岸保全施設の存する区域 

維持又は修繕の対象となる海岸保全施設が存する区域とする。 
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